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①東京会場
日程：	第1部　2019年6月25日（火）13：30－15：00
	 第2部　2019年6月25日（火）15：30－17：00
	 第3部　2019年6月26日（水）13：30－15：00
場所：		第1部・第2部日本貿易会	A会議室、	

第3部日本在外企業協会セミナールーム
出席者：第1部49人、第2部73人、第3部48人（合計170人）
共催：	日中経済協会、日本経済団体連合会、日本在外企業協会、日本商工会議所・東京商工

会議所、日本貿易会

②大阪会場
日程：	2019年7月1日（月）14：00－15：30
場所：	大阪商工会議所　地下1階　1号会議室
出席者：101人
共催：		大阪商工会議所、大阪貿易協会、日中経済協会、日本経済団体

連合会、日本在外企業協会、日本商工会議所、日本貿易会

日・中社会保障協定の9月1日発効を受けて、当会は、日中経済協会、日本経済団体連合会、
日本在外企業協会、日本商工会議所、東京商工会議所（東京のみ）、大阪商工会議所・大阪貿
易協会（大阪のみ）、福岡ワンストップ海外展開推進協議会（福岡のみ）、日本自動車部品工業
会（名古屋のみ）と共催で、東京（6月25、26日に計3回）、大阪（7月1日）、福岡（7月3日）、
名古屋（7月24日に計2回）で実務説明会を開催した。
社会保障協定の国内説明会としては初めて、主要都市4ヵ所（東京、大阪、福岡、名古屋）
で開催し、合計約350人の企業関係者に出席いただいた（東京・大阪は1社1人に限定）。講
師には、各回、厚生労働省年金局国際年金課より6－7人、日本年金機構事業企画部国際事業
グループ2人の方にお越しいただき、多くの個別質問にも全て対応いただいた。改めて感謝申
し上げたい。
日・中社会保障協定締結により、日本全体で約550億円／年に上る年金保険料の経費削減
となる。関係団体と共催することで、多くの企業に情報提供することができ、大きな意義のあ
る会合となった。

日・中社会保障協定に関する
実務説明会の開催
（東京・大阪・福岡・名古屋）
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日・中社会保障協定に関する実務説明会の開催（東京・大阪・福岡・名古屋）

③福岡会場
日程：	2019年7月3日（水）13：30－15：00
場所：福岡商工会議所B1-b会議室
出席者：16人
共催：	福岡ワンストップ海外展開推進協議会（福岡商工会議所、福

岡貿易会、福岡アジアビジネスセンター、日本貿易振興機構
福岡貿易情報センター、中小企業基盤整備機構九州本部）、日中経済協会、日本在外
企業協会、日本経済団体連合会、日本商工会議所、日本貿易会

④名古屋会場
日程：	第1部　2019年7月24日（水）13：30－15：00
	 第2部　2019年7月24日（水）15：30－17：00
場所：	名古屋栄ビル
出席者：第1部24人、第2部35人（合計59人）
共催：		日中経済協会、日本経済団体連合会、日本在外企業協会、	

日本自動車部品工業会、日本商工会議所、日本貿易会
後援：	愛知県経営者協会、名古屋商工会議所

（政策業務第三グループ） JF
TC

◆2019年9月1日に「日・中社会保障協定」が発効します！
※対象となる制度は、次の年金制度のみです。
・中国については、被用者基本老齢保険が対象です。
・日本については、国民年金、厚生年金保険が対象です。
※�社会保障協定により、日本と中国の年金制度への二重加入が解消されます。�
（日本→中国に派遣の場合）

（出典）厚生労働省・日本年金機構資料

※ 5年を超える場合、原則として就労している国の制度のみに加入
することになりますが、申請により5年を超えて中国の制度の加入
免除が認められる場合があります。

中国に派遣される前に、日本の年金事務所等で
「適用証明書」の交付を受けてください。（8/1～受
付開始）

中国と日本の制度に二重加入

中国の制度に加入 中国の制度⇒加入免除

日本の制度に加入 日本の制度に加入

＜協定発効前＞

➡
＜協定発効後＞

5年以内※

▲
中国に派遣

▲
中国に派遣

▲
日本に帰国

▲
日本に帰国


